
松戸市における民間の患者搬送事業に基づく新規（更新）等要領 

必要な書類 用意するもの 

【新規・更新の場合】 

⑴ 患者等搬送事業認定（更新）申請書 

別記様式第６号（第３条 第２０号関係） 

 

⑵ 乗務員名簿 

別記様式第７号（第３条 第２０号関係） 

 

⑶ 患者搬送用自動車届 

別記様式第８号（第３条 第２０号関係） 

別記様式第８号の２（第３条 第２０号関係） 

 

 

 

・運転免許証（写） 

・各消防関係機関等で患者搬送事業の登録が過去にあった方は、 

適任証の写しを提出してください。 

・許可書（運賃・料金：関東運輸局） 

・許可書（鑑文） 

・自動車検査証 

【写真の提出】 

・オンライン申請の場合 

   画像（申請日の６ヶ月以内に撮影した、上半身像を添付してください。 

※認定後適任証を交付するために、写真１枚（申請日の６ヶ月以内に撮影

した、上半身像［縦４センチ・横３センチ無帽、無背景］が必要となります

ので、後日郵送もしくは窓口にて提出してください。 

・郵送もしくは窓口の場合 

写真２枚（申請日の６ヶ月以内に撮影した、上半身像［縦４センチ・横３セ

ンチ無帽、無背景］とし、１枚は申請書にのりづけ、他の１枚は添付してくだ

さい。 

【事業内容変更の場合】 

⑴ 事業内容変更届 

 別記様式第１１号（第３条 第２０号関係） 

⑵ 乗務員名簿 

   別記様式第７号（第３条 第２０号関係） 

 

 

・運転免許証（写） 

・各消防関係機関等で患者搬送事業の登録が過去にあった方は、 

適任証の写しを提出してください。 

【写真の提出】 

※認定後適任証を交付するために、写真１枚（申請日の６ヶ月以内に撮影

した、上半身像［縦４センチ・横３センチ無帽、無背景］が必要となりますの

で、後日郵送もしくは窓口にて提出してください。 

 




